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住民参加型で国道３０７号の整備ルートを検討 
― ― ― 『さんまるなな検討委員会』 ― ― ― 

国道３０７号は、湖東平野の東側を南北方向に走る幹線道路で、

地域の生活道路としてはもちろん観光や物流などの広域的な交通機

能も担っており、大型車交通量の多いことが特徴と言えます。  

現在の道路は、一部区間を除いて歩道が未整備であり、車道は２

車線が確保されてはいるものの、近年の車両大型化にともない幅員

が十分でないのが現状です。 

現道の状況（湖東町平柳地先）
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特に、国道が集落内を通過している区間では大型車の離合

が満足にできず、歩行者や自転車の通行は極めて危険な状態

にあります。さらに、騒音や振動など沿道の生活環境にも悪

影響を与えています。 
こうした問題を解決するために、学識経験者や地域代表、

行政関係者等で構成する『さんまるなな検討委員会』を設け、

現状の課題等を確認しながら道路の幅員構成や整備ルート

など対策案の検討を行っています。これまでに３回の委員会

を開催し、３つのルート案（琵琶湖側ルート、現道拡幅ルー

ト、山側ルート）を選定したところで、今後は各地域毎の話

し合いを踏まえ、委員会でさらに議論を深める予定です。 

『鳥居を移転し、交差点を拡幅』

 平成１４年度から進めてきました一般県道安食西八目線（犬上郡豊郷

町四十九院地先）の道路改良事業のうち、中山道交差点部分の工事が完

成しました。 

工事前 

 

工事完成後
この交差点はクランク形状になっており、しかも阿自岐神社の鳥

居が県道を跨いでいたため、車両等の通行に大きな障害となってい

ました。また、地震時の鳥居の倒壊による県道の通行不能や第三者

への被害も心配されていました。 

そこで、工事に先立ち鳥居を移転し、交差点の拡張および歩道の

整備工事が完成したことにより、車両・歩行者とも安心して通行で

きるようになりました。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

～琵琶湖岸が大変だ～
清掃作業前

 

清掃作業前  前号でもお知らせしたように、今年は多くの

台風が日本に上陸し、特に平成 16 年 10 月 20

日に本県上空を通過した台風２３号は、全国各

地に甚大な被害をもたらしました。 

幸いにも湖東地域振興局管内では大きな災害

の発生は無かったものの、彦根市内の琵琶湖岸

に、多量のゴミ、流木が打ち上げられました。

地元自治会などが清掃活動をしていただ

き、ゴミは減っては行きましたが、流木等の

多量な区域について湖東地域振興局と彦根市

が主体となり、広くボランティアに呼びかけ、

12 月 4 日(土)に湖岸３会場で『台風２３号に

よる湖岸打ち上げゴミ一斉清掃』を実施しま

した。 
当建設管理部は、第３会場（彦根市新海浜

湖岸一帯）の運営を担当しました。 
第３会場では、約６００人のボランティア

の方々に参加していただき、大小の流木や可

燃ゴミなど、約８３ｔもの回収を行っていた

だきました。 
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清掃作業後

皆様の協力で、
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当当日日ごご参参加加ををししてて頂頂いいたたボボラランンテティィアアのの皆皆様様、、ごご協協力力あありりががととううごござざいいままししたた。。  

 
 
 
 

～～～琵琵琵琶琶琶湖湖湖（（（彦彦彦根根根多多多景景景地地地区区区）））～～～

彦根多景地区（彦根市八坂町地先）において進めてきた、砂浜を復元する湖岸再生工事

が平成１６年１２月２７日に完了しました。 
これにより、砂浜が有する消波効果の発揮や、水辺へのアクセスの向上などが図れると

ともに、良好な湖岸景観の創出ができました。 

〈工事前〉 〈工事後〉



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

昨年度には多賀町大字南後谷の集落で、本年度は

多賀町大字大杉の集落で、砂防リーダー学習会を開

催しました。 
 学習会では、県から提供した簡易雨量計を、地域

の皆さん方で公民館の前などに設置していただき、

地域の砂防リーダーとして、より防災意識を高めて

頂くことにつなげて行きます。 
 今後とも、順次各地域の役員さん方へ説明等を進

めて参りますので、その節はよろしくご協力をお願

いします。 
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簡易雨量計設置状況

湖東建設管理部では、職員の業務に対するレベルアップを目指して、各種研修会に取り組ん

でいます。 

 
 一般研修は、技術職員と

して共通して知っておく事

が重要な事項などを再確認するため、11 月 30

日と 12 月 2 日の２回に分けて、設計積算業務

や、監督業務についての研修をしました。 

 

一般研修 

研修の様子

          実践研修は、職員が自

分たちで研修内容を企画

し実践体験を行うことにより、現場の施工管

理や設計業務管理のノウハウを取得すること

を目的に行っています。 

 

１：工事実践研修チーム 

・ 工事現場での施工管理 

や測量の実技を研修して 

います。 

 

 

 

 

 

 

 

２：設計業務実践研修チーム 

・ 設計内容の取りまとめを 

みんなで協議しながら、 

要点を学んでいます。 

実践研修

測量の

基本操

作を実

践しま

した。

工 事 現 場

視察 

研修の様子

 
         視察研修は、日常業務に

有益な施設や工事現場など

を視察し、技術力の向上を目指す研修として

行いました。11 月 16 日に大阪府枚方市にある

国土交通省近畿技術事務所の「土木構造物検

査技術研修施設」および「交通バリアフリー

比較体験コース」において、各種不良構図物

の実体験やバリアフリー施設体験などを視察

しました。 

 

視察研修 

研修の様子



 

管理建築課建築指導担当から（0749-27-2250）  

平成 17 年 2 月 11 日 東近江市誕生！！ 

【東近江市で建築確認業務が始まります。】 
八日市市・永源寺町・五個荘町・愛東町・湖東町は、合併により平成 17年 2 月 11 日から「東近江市」 

としてスタートします。 

合併後は「東近江市」が１市４町全域を対象に新たな特定行政庁として、建築確認申請等の全般につ 

いて業務を行うこととなります。 
 

愛東町・湖東町に関する 

合併後のお問い合わせは ・・・東近江市都市整備部建築指導課 

                   ℡０７４８－２４－１２３４ 
 

総務経理課から（0749-27-2241）  

県営住宅入居者募集 
次回、県営住宅定期募集の受付を以下のとおり行います。 

第４回募集期間 

     平成１７年２月１日（火）～２月１０日（木） 

          ※ 抽選日は、３月上旬の予定です。 

お問い合わせは ・・・湖東地域振興局建設管理部総務経理課 

                     ℡０７４９－２７－２２４１  

 

道路計画課維持補修担当から（0749-27-2247）
 

 
本年もいよいよ厳しい季節の冬期を迎えることになりました。道路は社会経済活動や日常生活に 

欠かせない重要なライフラインで、交通の確保は道路管理者に課せられた大きな使命であります。 
早朝の通勤・通学の他、物資運輸の円滑な確保を図ることは産業の振興、民生の安定につながる 

ことになります。 
このことから、県管理の国道３０６号、国道３０７号や県道主要幹線道路の除雪・路面凍結防止 

対策を実施し交通の確保を図ります。 
「除雪・凍結防止材散布」作業中並びに作業区域内に障害物（路上駐車）がないよう沿道住民の 

皆様のご協力を頂きますようお願いします。 
なお、下表の路線は冬期通行危険箇所として通行止めとしておりますのでご協力をお願いします。 

 

 
 
 
 
 
 

国道３０６号：犬上郡多賀町大君ヶ畑以遠から三重県境まで 
(三重県側通行止め) 

多賀永源寺線：犬上郡多賀町萱原から愛知郡愛東町百済寺甲まで 
上石津多賀線：犬上郡多賀町栗栖から多賀町五僧まで 

◎通行止めの期間：平成１７年３月３１日まで 

 
 
 
 
 
 

 

編集後記 

      この情報誌をお読みになった感想等を下記のところへお寄せ下さい。 
        郵送の場合  〒522-0071 

滋賀県彦根市元町４番１号 
     滋賀県湖東地域振興局建設管理部計画調整課 まで 

        メールの場合 ｈａ３０４２＠ｐｒｅｆ．ｓｈｉｇａ．ｊｐ 
        電話の場合  ０７４９－２７－２２５４  
 

お知らせのコーナーです。 




